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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第171期
第２四半期
連結累計期間

第171期
第２四半期
連結会計期間

第170期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年９月30日

自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（百万円） 125,735 64,693 257,446

経常利益（百万円） 4,249 1,820 9,825

四半期（当期）純利益（百万円） 1,125 341 6,719

純資産額（百万円） － 155,489 160,493

総資産額（百万円） － 293,259 294,961

１株当たり純資産額（円） － 489.05 505.02

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
3.72 1.13 22.21

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
3.58 1.12 20.74

自己資本比率（％） － 50.4 51.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,701 － 9,894

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△5,983 － △18,818

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,874 － △1,480

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 11,558 12,086

従業員数（人） － 6,921 6,747

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、各部門に係る主要な関係会社の異動はありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況                                                                平成20年９月30日現

在

従業員数（人） 6,921  

　(注)　従業員数は就業人員であります。

（２）提出会社の状況                                                                平成20年９月30日現

在

従業員数（人） 2,168  

　(注)　従業員数は就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

印刷インキ 17,948

グラフィックアーツ関連機器及び材料 603

高分子関連材料 11,005

化成品及びメディア材料 16,442

その他 100

合計 46,100

　(注)　生産金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

　当企業グループにおける受注生産は極めて少なく、大部分計画生産でありますので、記載を省略しております。

（３）販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

印刷インキ 27,301

グラフィックアーツ関連機器及び材料 6,914

高分子関連材料 13,475

化成品及びメディア材料 15,602

その他 1,399

合計 64,693

　(注) １　上記の金額は、連結会社間の内部売上高を除いております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合につきましては、販売実績の総販売実績

に対する割合が10％以上の相手先が存在しないため、記載を省略しております。

　

　

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。

（１）業績の状況　

　当第２四半期連結会計期間は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的金融危機や、引き続く資源価

格の高騰などにより、深刻な世界経済の同時減速が進みました。

　当企業グループの事業環境も、国内印刷市場の低迷や為替変動による輸出の伸び悩み、原材料価格の高騰など、

一段と厳しい状況になりました。

　当企業グループとしては、成長市場向けの高機能製品への事業シフトや成長地域への重点投資、コストダウン等

を推進してまいりましたが、当第２四半期連結会計期間の売上高は646億93百万円と拡販が進みましたものの、営

業利益は19億39百万円、経常利益は18億20百万円、四半期純利益は３億41百万円と利益面では伸び悩みました。

 

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①　印刷インキ事業

　オフセットインキは、国内では枚葉、オフ輪、新聞インキとも、インターネットの普及などにより印刷市場の縮小

が続くなか、当四半期はさらに用紙価格の大幅な上昇に伴う需要の減少が進みました。また原材料価格の上昇に

販売価格の転嫁が追いつかず、利益が圧迫されたうえ、前年同期と比べて大幅な円高になった影響で、国内生産の

輸出品が低調に推移しました。このような厳しい環境のなか、首都圏の販売会社である東洋インキ城東販売を、

100％子会社化したうえで東洋インキ東京販売と合併、東洋インキグラフィックスと改称した新体制を７月より

スタートし、販売力の強化と効率化を進めています。

　海外では、前期まで伸長が続いた東南アジアや中国で伸び悩むとともに、北米やオセアニアも低調に推移しまし

た。

　グラビアインキは、国内では出版向けが低調でしたが包装向けが堅調に推移したうえ、溶剤販売が伸長しまし

た。またコストダウンや販売価格の改定を進めましたものの、原材料価格の上昇が上回り、利益は伸び悩みまし

た。

　海外では、中国や東南アジアで環境調和型製品の拡販が進みました一方、北米では建装材印刷向けが低調に推移

しました。

　これらの結果、当事業全体の第２四半期連結会計期間の売上高は275億26百万円と伸長しましたが、営業利益は

14億34百万円と低調に終わりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　②　グラフィックアーツ関連機器及び材料事業

　グラフィックアーツ関連材料は、CTP（コンピュータ製版）化の定着により全体需要が縮小均衡しているなか、

伸び悩みが続きました。

　グラフィックアーツ関連機器は、国内印刷市場の設備投資需要の低調から、一般印刷向け機械機器販売が大幅に

減少しました。一方、自社開発の新聞印刷向け機器販売は、更新需要や新規開発品の拡販により伸長しましたが、

開発コストの先行から利益は圧迫されました。

　これらの結果、当事業全体の第２四半期連結会計期間の売上高は69億56百万円、営業利益は１億98百万円と、低

調に終わりました。

 

③　高分子関連材料事業

　缶用塗料（フィニッシェス）は、国内で夏場の飲料缶需要の増加がありましたが、中国では輸出缶需要が減少し

ました。また国内外とも原材料価格の上昇が続き、利益は伸び悩みました。

　樹脂は、国内では主力の住宅向け需要が減少しましたが、中国や東南アジアではコストダウンが進みました。

接着剤関連は、国内で工業用向け高耐久性接着剤「ダイナグランド」の拡販が続くとともに、食品包装用の環境

対応型ラミネート接着剤の拡販も進みました。また東洋アドレ（旧社名　東洋ペトロライト）を前年下期に100％

子会社化し連結した影響もあり、売上高は大幅に伸長しました。しかし国内外とも原材料価格の上昇が、コストダ

ウンや販売価格の改定を上回り、利益は低調に推移しました。

　塗工材料は、エレクトロニクス関連の高機能製品の拡販が進みましたが、固定資産の耐用年数変更に伴う償却負

担の増加などにより、利益は伸び悩みました。

　これらの結果、当事業全体の第２四半期連結会計期間の売上高は138億85百万円と伸長しましたが、営業利益は

７億69百万円と伸び悩みました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④　化成品及びメディア材料事業

　汎用顔料は、国内で印刷インキ向けなどの需要が減少するとともに、中国での輸出が減少しました。またヨー
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ロッパでは前期に汎用顔料の事業撤退と、高機能顔料への事業シフトを進めましたため、売上高は減少しました

が、利益は大幅な改善が進みました。前期まで好調でした国内の高機能顔料は、市場が在庫調整期に入りましたた

め低調に終わりました。

　プラスチック用着色剤は、国内で自動車向けが堅調でしたうえ、海外での積極的な事業拡張により売上高は大幅

に伸長しました。利益面では、本格稼動が進んだベトナムが好調でしたが、生産拠点を新設したフランスやタイで

は先行費用が発生しました。

　オリンピック需要により好調でした液晶ディスプレイカラーフィルター用材料は、当四半期では在庫調整期に

入り伸長が鈍りました。一方、インクジェット材料は好調が続きました。なお低調が続いていたモノクロ静電ト

ナー（電子材料）事業は、当四半期までに生産、販売とも撤退し、関連費用を特別損失に計上しました。今後はこ

れまで培った技術をカラートナーの開発に活かし、ビジネスチャンスを模索していきます。

　これらの結果、当事業全体の第２四半期連結会計期間の売上高は160億22百万円と伸び悩みましたが、営業利益

は21億56百万円と伸長しました。

 

⑤　その他の事業

　ササエキスを利用した健康補助食品が伸長しましたものの、その他の商品販売の減少により、当事業全体の第２

四半期連結会計期間の売上高は17億７百万円、営業利益は23百万円となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　日本地域

　売上面では、オフセットインキやグラフィックアーツ関連機器が、国内、輸出ともに減少しましたが、グラビアイ

ンキは販売価格の改定や溶剤販売の増加により伸長しました。また顔料は伸び悩みましたものの、接着剤関連が

工業用、包装用とも、高機能製品の拡販により伸長しました。

　一方、利益面では、原材料価格が上昇や高止まりしたため、コストダウンや販売価格への適正な転嫁を進めまし

たものの補うに至らず、オフセットインキ、グラビアインキ、接着剤を始め各事業とも厳しい状況が続きました。

なお全社的なコストダウンの推進により、事業に配賦不能の本社管理部門費用は大幅に削減しております。

　これらの結果、第２四半期連結会計期間の売上高は502億31百万円と伸長しましたが、営業利益は９億78百万円

と低調に終わりました。

 

②　アジア・オセアニア地域

　好調が続いていた中国は、人件費の上昇や現地通貨高、税務面での優遇措置の廃止などにより、輸出産業が伸び

悩むとともに、用紙価格上昇の影響で印刷需要にも陰りが見えてきました。このためオフセットインキや汎用顔

料などが伸び悩みましたが、プラスチック用着色剤や接着剤関連で拡販が進みました。また好調でした台湾の液

晶ディスプレイカラーフィルター用材料は、当四半期に入りやや伸長が鈍ってきました。

　東南アジア地域では、接着剤関連やプラスチック用着色剤の拡販が進みましたが、原材料価格の上昇により利益

は圧迫されました。またインドのオフセットインキ製造工場は計画通りに完成し、パイロット生産に入りました

が、先行費用の負担も発生しました。またオセアニアのオフセットインキは低調に推移しました。

　これらの結果、第２四半期連結会計期間の売上高は173億66百万円と伸長が続きましたが、営業利益は９億76百

万円と伸び悩みました。

 

③　ヨーロッパ地域

　従来、主力であった汎用顔料事業は、顧客の内製化による需要減少、価格競争の激化、原材料価格の上昇による赤

字が続いたため、前期末に撤退し、高付加価値事業への転換を進めました。この結果、第２四半期連結会計期間の

売上高は13億10百万円と縮小しましたが、営業利益は45百万円と黒字化するとともに、高機能顔料などの新規事

業で拡販が進みました。

 

④　北米地域

　主力の建装材印刷向けグラビアインキが、サブプライムローン問題による住宅需要の悪化から低迷するととも

に、自動車向け着色剤も伸び悩みました。またモノクロ静電トナー事業撤退の影響や、ドル安による円建て実績の

減少もあり、第２四半期連結会計期間の売上高は17億85百万円と低調に推移し、11百万円の営業損失が発生しま

した。
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（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、第１四半期連結会計

期間の期末残高より４億２百万円減少し、115億58百万円となりました。

　営業活動により得られた資金は13億80百万円となりました。税金等調整前四半期純利益や減価償却費による資

金増加があった一方で、売上債権、たな卸資産の増加等による資金減少がありました。

　投資活動により使用した資金は27億84百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得に伴う支出による

ものです。

　財務活動により得られた資金は15億74百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加によるものです。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第２四半期連結会計期間において、当企業グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりです。

　当社は、平成20年５月16日開催の当社取締役会において特定の株主又は株主グループ（以下「特定株主グルー

プ」といいます。）によって当社の株式の一定規模以上の買付行為が行われた場合の対応策（以下「本施策」と

いいます。）について決議し、平成20年６月27日開催の当社定時株主総会において、本施策の導入について承認を

得ました。 　

①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針　

　創業以来、当社は、お客様や株主の皆様、取引先、地域社会の方々など、多くのステークホルダーに支えられ、印刷

インキを核とした企業グループを形成し、情報・文化の発展に寄与し続けてまいりました。そして、当社は経営理

念として「世界にひろがる生活文化創造企業を目指すこと」を掲げてグループ連峰経営による企業活動を行っ

ており、今後とも中長期的視野に立って、当社グループの総合力を発揮し、更なる発展を図ることが、当社の企業

価値の向上と株主共同の利益に資することと確信しております。

　このように、当社は、当社の企業価値と株主共同の利益の向上に努めていく所存ではありますが、最近、わが国に

おいても、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大規模な株式の買付けを強行するという事

例が見られるようになっております。大規模買付者の行う大規模買付行為は、株主がこれを受け容れて大規模買

付行為に応じるか否かを、最終的に株主の判断に委ねるべきものです。しかし、実際には、大規模買付者に関する

十分な情報の提供がなくては、株主は、当社の企業価値に及ぼす影響を適切に判断することはできません。当社

は、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グ

ループの企業価値又は株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付行為に対する対抗措置を

準備しておくことも、また当社の取締役としての責務であると考えております。 

②基本方針の実現に資する取組み　

　当社は企業価値の最大化を実現するため、中期経営計画「SCC-Ⅰ」(Specialty Chemical maker ChallengeⅠ)を策定

し「世界に役立つスペシャリティケミカルメーカーとして進化する企業グループ」への成長を目指してまいり

ます。このような中長期的な取組みの過程では、「CS（顧客満足）、ES（社員満足）、SS（社会満足）」の向上、

モノづくりにこだわる経営を堅持し、「CSR（コーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティ）」の推進や内

部統制システムの整備に努めてまいります。　

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み

(ⅰ)本施策導入の目的について

　本施策は、特定株主グループの議決権保有割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、

又は結果として特定株主グループの議決権保有割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（当社取締役会

が予め同意したものを除き、以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を

「大規模買付者」といいます。）が、当社の企業価値に重大な影響を及ぼす場合において、上記に記載した基

本方針に沿って当社の企業価値を確保し又は向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行うことを目

的としております。　

(ⅱ)本施策の内容について

A. 本施策の概要　

　本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付ルールと、大規模買付行為に対して当社がとりうる大規模買

付対抗措置から構成されております。　

B. 大規模買付ルールの概要

(a) 取締役会に対する情報提供　

　大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、株主の判断及び当社取締役会として

EDINET提出書類

東洋インキ製造株式会社(E00903)

四半期報告書

 7/31



の意見形成のために必要かつ十分な情報を書面で提供していただきます。　

(b) 取締役会における検討及び評価　

　次に、大規模買付者には、上記(a)に基づく情報提供完了通知を当社が行った日から、大規模買付行為の評

価の難易等に応じて、一定の期間が経過するまでは、大規模買付行為を行わないこととしていただきます。

　

(c) 独立委員会　

　当社は、本施策の導入にあたり、大規模買付対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の客観性及び

合理性を担保するため、当社取締役会から独立した者によって構成される独立委員会を設置します。　

C. 大規模買付対抗措置　

　大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行為を行った場合等、一定の大

規模買付対抗措置の発動の要件をみたす場合は、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、新株予

約権の発行等、会社法その他の法令及び当社定款によって認められる相当な大規模買付対抗措置を決議する

ことができるものとします。

D. 本施策の有効期間並びに廃止及び変更

　本施策の有効期間は、平成23年６月開催予定の当社の定時株主総会終結時までとします。また、本施策の有

効期間満了前であっても、当社取締役会は、企業価値及び株主共同の利益確保又は向上の観点から、本施策を

委任の趣旨に反しない範囲で当社取締役会において随時修正・見直しをすることができるものとし、また、

当社取締役会において本施策を廃止する旨の決議が行われた場合には、本施策は廃止されるものとします。 

④上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

(ⅰ)基本方針の実現に資する特別な取組み（上記②の取組み）について　

　②に記載した企業価値の向上のための取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向

上させるための具体的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。したがって、こ

れらの取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではありません。

(ⅱ) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み（上記③の取組み）について　

A. 本施策が基本方針に沿うものであること

　本施策は、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かについて株主が適

切に判断し、また、当社取締役会が株主に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主のために

大規模買付者と協議若しくは交渉を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益

を確保するためのものであり、基本方針に沿うものです。　

B. 本施策が株主共通の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでは

ないこと

　当社は、以下の理由から、本施策は、株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではないと考えております。　

(a) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的

　本施策は、株主をして大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断を可能ならしめ、かつ当社の

企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付者が従うべき大規模買付

ルール、並びに当社が発動しうる大規模買付対抗措置の要件及び内容を予め設定するものであり、当社の

企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上を目的とするものです。　

(b) 事前開示　

　本施策における大規模買付ルールの内容並びに大規模買付対抗措置の内容及び発動要件は、具体的かつ

明確に示したところであると考えます。　

(c) 株主意思の反映　

　本施策は、平成20年６月27日開催の当社定時株主総会に議案として諮り、出席株主の過半数の賛成を得た

上で導入されています。また、有効期間満了前であっても、当社取締役会の決議によって、廃止又は変更す

ることができます。

(d) 取締役会の判断の客観性・合理性の確保

　大規模買付対抗措置の発動の要件として、客観的かつ明確な要件を定めており、発動の要件に該当するか

否かの判断に当社取締役会の恣意的判断の介入する余地を可及的に排除しております。

　また、本施策においては、大規模買付対抗措置の発動の手続として、当社取締役会から独立した独立委員

会の勧告を最大限尊重するものとし、当社取締役会の恣意的な判断を排除しております。　

(e) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　本施策は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」の要件を完全に充足しています。　

(f) デッドハンド型買収防衛策ではないこと
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　本施策は、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を

阻止できない買収防衛策）ではありません。　

　

（４）研究開発活動　

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、18億10百万円であります。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当企業グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ　

ん。
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

（２）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。

　なお、前四半期連結会計期間末において計画中であった、東洋インキ(泰国)(株)の着色剤製造設備及び建物の新設並

びに東洋インキインド(株)のオフセットインキ製造設備及び建物の新設につきましては、平成20年７月に完了致し

ました。

　また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

　 ① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 800,000,000

計 800,000,000

　 ② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)

(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 303,108,724 303,108,724
東京証券取引所

(市場第一部)
株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 303,108,724 303,108,724 ― ―

　　　(注)　提出日現在の発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧転換

　　社債等の権利行使を含む。)により発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　　　旧商法に基づき発行した転換社債は、次のとおりであります。

　　第６回無担保転換社債(平成８年12月４日発行)

　
第２四半期会計期間末現在

(平成20年９月30日)

転換社債の残高(百万円) 14,303

転換価格(円) 539.00

資本組入額(円) 270.00

（３）【ライツプランの内容】

    　該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成20年７月１日～
平成20年９月30日

― 303,108,724 ― 31,733 ― 32,920
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

凸版印刷㈱ 東京都台東区台東１―５―１　 68,234 22.51

日本マスタートラスト信託銀行㈱

（信託口）
東京都港区浜松町２―11―３ 13,081 4.32

サカタインクス㈱　 大阪府大阪市西区江戸堀１―23―37　 11,595 3.83

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱（信託口）　
東京都中央区晴海1―８―11　 9,560 3.15

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱（信託口４Ｇ）　
東京都中央区晴海1―８―11　　 8,289 2.73

㈱日本触媒　 大阪府大阪市中央区高麗橋４―１―１　 7,139 2.36

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　 東京都千代田区丸の内２―７―１　 6,341 2.09

東京書籍㈱　 東京都北区堀船２―17―１　 6,326 2.09

㈱みずほ銀行　 東京都千代田区内幸町１―１―５　 6,280 2.07

東洋インキ従業員持株会　 東京都中央区京橋２―３―13　 5,686 1.88

計 － 142,533 47.02

　(注)　１　千株未満は切捨てて表示しております。

　    　２　㈱三菱東京UFJ銀行及び共同保有者３社の連名により、平成19年10月15日付で関東財務局に大量保有報告書

　　が提出され、平成19年10月８日現在、下記のとおり各社共同で当社株式を保有している旨の報告がありまし

　　たが、当社としては当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記

　 「大株主の状況」では考慮しておりません。　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株）

株券等保有割合
（％）

㈱三菱東京UFJ銀行
東京都千代田区丸の内２－７

－１
6,341 2.09

三菱UFJ信託銀行㈱
東京都千代田区丸の内１－４

－５
7,377 2.43

三菱UFJセキュリティーズ

インターナショナル

6 Broadgate,

 London EC2M 2AA, 

United Kingdom

520 0.17

三菱UFJ投信㈱
東京都千代田区丸の内１－４

－５
4,160 1.37

計 ― 18,399 6.07
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（６）【議決権の状況】

    ①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式      638,000 －
 株主としての権利内容に制

 限のない、標準となる株式

完全議決権株式（その他）  普通株式  300,920,000 300,920 同上

単元未満株式  普通株式    1,550,724　 － 同上

発行済株式総数 303,108,724 － －

総株主の議決権 － 300,920 －

  (注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,000株(議決権14個)含まれてお

ります。

       ２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が665株含まれております。

    ②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

東洋インキ製造㈱
東京都中央区京橋

２―３―13
638,000 － 638,000 0.21

計 － 638,000 － 638,000 0.21

　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 380 418 412 368 361 360

最低(円) 337 364 340 328 332 302

　(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,061 12,785

受取手形及び売掛金 89,642 88,369

有価証券 531 467

商品及び製品 26,305 25,701

仕掛品 2,001 2,132

原材料及び貯蔵品 12,631 11,384

繰延税金資産 3,587 2,608

その他 2,155 2,482

貸倒引当金 △721 △758

流動資産合計 148,192 145,172

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 81,417 81,228

減価償却累計額 △46,675 △45,841

建物及び構築物（純額） 34,741 35,386

機械装置及び運搬具 137,203 138,747

減価償却累計額 △106,876 △106,615

機械装置及び運搬具（純額） 30,326 32,132

工具、器具及び備品 19,650 19,434

減価償却累計額 △16,403 △16,122

工具、器具及び備品（純額） 3,247 3,311

土地 27,101 27,424

リース資産 44 －

減価償却累計額 △15 －

リース資産（純額） 28 －

建設仮勘定 5,390 4,285

有形固定資産合計 100,836 102,540

無形固定資産 529 2,237

投資その他の資産

投資有価証券 30,324 33,443

繰延税金資産 3,126 3,568

その他 10,897 8,655

貸倒引当金 △648 △656

投資その他の資産合計 43,700 45,011

固定資産合計 145,066 149,788

資産合計 293,259 294,961
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 47,368 46,992

短期借入金 25,195 19,917

1年内償還予定の転換社債 14,303 14,303

未払法人税等 1,073 2,529

その他 13,969 14,865

流動負債合計 101,909 98,607

固定負債

長期借入金 32,299 32,333

繰延税金負債 1,552 1,698

退職給付引当金 1,404 1,394

役員退職慰労引当金 225 219

その他 377 215

固定負債合計 35,860 35,860

負債合計 137,770 134,468

純資産の部

株主資本

資本金 31,733 31,733

資本剰余金 32,920 32,922

利益剰余金 86,474 87,058

自己株式 △252 △249

株主資本合計 150,875 151,464

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,680 △541

為替換算調整勘定 △273 1,838

評価・換算差額等合計 △2,953 1,296

少数株主持分 7,567 7,732

純資産合計 155,489 160,493

負債純資産合計 293,259 294,961
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 125,735

売上原価 100,033

売上総利益 25,701

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 3,205

給料及び手当 5,167

賞与 1,225

福利厚生費 1,327

減価償却費 881

研究開発費 1,353

その他の販売費及び一般管理費 8,429

販売費及び一般管理費合計 21,590

営業利益 4,110

営業外収益

受取利息 83

受取配当金 288

持分法による投資利益 29

その他 690

営業外収益合計 1,092

営業外費用

支払利息 604

為替差損 34

その他 314

営業外費用合計 953

経常利益 4,249

特別利益

固定資産売却益 82

その他 2

特別利益合計 85

特別損失

固定資産除売却損 230

たな卸資産評価損 511

事業撤退損 288

その他 103

特別損失合計 1,134

税金等調整前四半期純利益 3,200

法人税、住民税及び事業税 879

法人税等調整額 868

法人税等合計 1,748

少数株主利益 326

四半期純利益 1,125
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 64,693

売上原価 52,136

売上総利益 12,557

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,617

給料及び手当 2,581

賞与 617

福利厚生費 617

減価償却費 442

研究開発費 691

その他の販売費及び一般管理費 4,050

販売費及び一般管理費合計 10,617

営業利益 1,939

営業外収益

受取利息 46

受取配当金 7

持分法による投資利益 0

仕入報奨金 107

その他 333

営業外収益合計 496

営業外費用

支払利息 305

為替差損 159

その他 149

営業外費用合計 615

経常利益 1,820

特別利益

固定資産売却益 37

その他 2

特別利益合計 40

特別損失

固定資産除売却損 131

事業撤退損 47

その他 25

特別損失合計 204

税金等調整前四半期純利益 1,656

法人税、住民税及び事業税 △41

法人税等調整額 1,179

法人税等合計 1,138

少数株主利益 175

四半期純利益 341
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,200

減価償却費 6,193

受取利息及び受取配当金 △372

支払利息 604

有形固定資産売却損益（△は益） △75

有形固定資産除却損 140

持分法による投資損益（△は益） △29

売上債権の増減額（△は増加） △1,795

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,339

仕入債務の増減額（△は減少） 244

その他 △695

小計 5,074

利息及び配当金の受取額 421

利息の支払額 △601

法人税等の支払額 △2,194

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △88

定期預金の払戻による収入 273

有形固定資産の取得による支出 △5,853

有形固定資産の売却による収入 462

投資有価証券の取得による支出 △864

投資有価証券の売却による収入 39

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

56

その他 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,333

長期借入金の返済による支出 △681

配当金の支払額 △1,663

少数株主への配当金の支払額 △139

その他 24

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △528

現金及び現金同等物の期首残高 12,086

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 11,558
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１　連結の範囲に関する事項

の変更

(1)連結の範囲の変更

　前連結会計年度において持分法適用関連

会社であった東洋インキ城東販売㈱は、第

１四半期連結会計期間において議決権の

すべてを取得したことに伴い連結子会社

となりました。

　東洋インキヨーロッパホールディング㈱

は、第１四半期連結会計期間において清算

したため、連結の範囲から除外しました。

　前連結会計年度において連結子会社で

あった東洋インキ東京販売㈱は、当第２四

半期連結会計期間において東洋インキ城

東販売㈱と合併したため、連結の範囲から

除外しました。

　当第２四半期連結会計期間において以下

の連結子会社は、社名変更しました。

・東洋インキグラフィックス㈱(旧 東洋イ

ンキ城東販売㈱)

・東洋インキマニファクチャリングアメ

リカ合同会社(旧 東洋カラーアメリカ合

同会社)

(2)変更後の連結子会社の数

　67社

２　持分法の適用に関する事

項の変更

(1)持分法適用関連会社の変更

　前連結会計年度において持分法適用関連

会社であった東洋インキ城東販売㈱は、第

１四半期連結会計期間において議決権の

すべてを取得したことに伴い連結子会社

となりました。

　住化ポリマーコンパウンズタイランド㈱

は当第２四半期連結会計期間において設

立され、持分法適用関連会社に含めまし

た。

(2)変更後の持分法適用関連会社の数

　９社
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

３　会計処理基準に関する事

項の変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の　　

変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として総平均法による

原価法によっておりましたが、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として総平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定して

おります。

　この基準の適用により、当第２四半期連

結累計期間の営業利益が44百万円、経常利

益が44百万円、税金等調整前四半期純利益

が556百万円、それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。

　 (2)「連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財

務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号　平成18年５月17日）を適用し、

連結決算上必要な修正を行っております。

これによる損益への影響は軽微でありま

す。
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

　 (3)リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」(企業会

計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計

審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))

及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平

成６年１月18日 (日本公認会計士協会 会

計制度委員会)、平成19年３月30日改正))

が、平成20年４月１日以後開始する連結会

計年度に係る四半期連結財務諸表から適

用することができることになったことに

伴い、第１四半期連結会計期間からこれら

の会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が会計基準適用

初年度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

　この基準の適用による損益への影響はあ

りません。
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【簡便な会計処理】

　　　　該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　　該当事項はありません。

【追加情報】

       (有形固定資産の耐用年数の変更)

　当社及び国内連結子会社においては、機械装置及び運搬具について平成20年度の法人税法の改正による法定耐

用年数の変更に伴い、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益が110百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が109

百万円、それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

　１　受取手形割引高　　　　　　　　　　　403百万円

　　　受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　　455　〃　

　

　１　受取手形割引高　　　　　　　　　　　395百万円　

　　　受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　1,318　〃

　

　２　保証債務

金融機関よりの借入金等について保証(保証予約を

含む)を行っております。なお、外貨建ての円換算額は

第２四半期連結決算日の為替相場によるものであり

ます。

㈱エス・ケイ   239百万円
その他 1,387　〃　　　　　　　

　

従業員(住宅ローン) 1,132  〃
計  2,759  〃

　２　保証債務

金融機関よりの借入金等について保証(保証予約を

含む)を行っております。なお、外貨建ての円換算額は

連結決算日の為替相場によるものであります。

㈱エス・ケイ 273百万円
その他 738　〃
従業員(住宅ローン) 1,250　〃
計 2,262　〃

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 12,061百万円

有価証券勘定 531　〃

計 12,592　〃

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△1,033　〃

現金及び現金同等物 11,558　〃
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　303,108千株

　

２　自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　    638千株

　

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,663 5.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

  末後となるもの

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年11月７日

取締役会
普通株式 1,663 5.50 平成20年９月30日 平成20年12月５日 利益剰余金　

５　株主資本の金額の著しい変動　

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

東洋インキ製造株式会社(E00903)

四半期報告書

24/31



（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自平成20年７月１日　至平成20年９月30日)

　
印刷
インキ

(百万円)

グラフィッ
クアーツ
関連機器
及び材料
(百万円)

高分子
関連材料
(百万円)

化成品及び
メディア
材料

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高         

(1）外部顧客に

対する売上高
27,301 6,914 13,475 15,602 1,399 64,693 ― 64,693

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

224 42 409 419 307 1,404 (1,404) ―

計 27,526 6,956 13,885 16,022 1,707 66,097 (1,404) 64,693

営業利益 1,434 198 769 2,156 23 4,582 (2,643) 1,939

当第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日　至平成20年９月30日)

　
印刷
インキ

(百万円)

グラフィッ
クアーツ
関連機器
及び材料
(百万円)

高分子
関連材料
(百万円)

化成品及び
メディア
材料

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高         

(1）外部顧客に

対する売上高
52,982 13,260 26,549 29,977 2,965 125,735 ― 125,735

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

436 12 817 766 685 2,719 (2,719) ―

計 53,419 13,273 27,367 30,743 3,650 128,454 (2,719) 125,735

営業利益 3,031 346 1,922 4,149 143 9,593 (5,483) 4,110

　(注) １　事業区分は製品系列を基礎とし、市場の類似性も考慮して区分しております。

２　各事業の主要な製品

(1）印刷インキ……………………………………オフセットインキ、グラビアインキ等

(2）グラフィックアーツ関連機器及び材料……印刷機械、印刷機器、プリプレスシステム、印刷材料、グラビアシ

リンダー製版等

(3）高分子関連材料………………………………缶用内外面塗料、金属インキ、樹脂、接着剤、ワックス、塗工材料等

(4）化成品及びメディア材料……………………有機顔料、加工顔料、合成樹脂着色剤、着色樹脂、カラーフィル

ター用材料、電子材料、インクジェット材料等

(5）その他…………………………………………天然材料、役務提供業等

　３　会計処理基準に関する事項の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３(1)に記載のとおり、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「印刷

インキ」で18百万円、「高分子関連材料」で10百万円、「化成品及びメディア材料」で15百万円、「その他」で

０百万円それぞれ減少しております。また、「グラフィックアーツ関連機器及び材料」で０百万円増加してお

ります。
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　４　追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社においては、機械装置及び運搬具について平成20年

度の法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っ

ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、

「印刷インキ」で55百万円、「高分子関連材料」で97百万円、「消去又は全社」で３百万円それぞれ減少して

おります。また、「グラフィックアーツ関連機器及び材料」で17百万円、「化成品及びメディア材料」で28百

万円、「その他」で０百万円それぞれ増加しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自平成20年７月１日　至平成20年９月30日)

　
日本

(百万円)

アジア・
オセアニア

(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
46,059 16,193 654 1,785 64,693 ― 64,693

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,171 1,172 655 0 6,000 (6,000) ―

計 50,231 17,366 1,310 1,785 70,694 (6,000) 64,693

営業利益又は営業損失(△) 978 976 45 △11 1,989 △50 1,939

当第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日　至平成20年９月30日)

　
日本

(百万円)

アジア・
オセアニア

(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
89,855 30,961 1,244 3,673 125,735 ― 125,735

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
8,735 1,841 756 14 11,348 (11,348) ―

計 98,591 32,803 2,000 3,688 137,083 (11,348) 125,735

営業利益又は営業損失(△) 2,315 1,827 △271 7 3,878 231 4,110

 (注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

(1）アジア・オセアニア………中華人民共和国、台湾、オーストラリア、マレーシア、シンガポール

(2）ヨーロッパ…………………フランス、ベルギー

(3）北米…………………………アメリカ

　３　会計処理基準に関する事項の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３(1)に記載のとおり、第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しており

ます。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」で

44百万円減少しております。

　４　追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社においては、機械装置及び運搬具について平成20年度

の法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行ってお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」

で110百万円減少しております。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自平成20年７月１日　至平成20年９月30日)

　
アジア・
オセアニア

ヨーロッパ 北米・中南米 アフリカ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 17,110 753 1,965 57 19,886

Ⅱ　連結売上高（百万円）     64,693

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
26.4 1.2 3.0 0.1 30.7

当第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日　至平成20年９月30日)

　
アジア・
オセアニア

ヨーロッパ 北米・中南米 アフリカ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 32,705 1,356 4,027 105 38,194

Ⅱ　連結売上高（百万円）     125,735

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
26.0 1.1 3.2 0.1 30.4

　(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア・オセアニア………中華人民共和国、台湾、オーストラリア、マレーシア、シンガポール

(2）ヨーロッパ…………………フランス、ドイツ

(3）北米・中南米………………アメリカ、メキシコ

(4）アフリカ……………………南アフリカ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高(ただし、連結会社間の内部売上高

を除く)であります。
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（有価証券関係）

　前連結会計年度末日に比べて著しい変動はありません。

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度末日に比べて著しい変動はありません。

（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 489.05円 １株当たり純資産額 505.02円

２　１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 3.72円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
3.58円

１株当たり四半期純利益金額 1.13円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1.12円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 1,125 341

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,125 341

普通株式の期中平均株式数（千株） 302,476 302,474

　   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） 52 26

（うち支払利息(税額相当額控除後)(百万円)） (50) (25)

普通株式増加数（千株） 26,536 26,536

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－　 －　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　

（リース取引関係）

　前連結会計年度末日に比べて著しい変動はありません。
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２【その他】

　平成20年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

（1）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・1,663百万円

（2）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・５円50銭

（3）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・平成20年12月５日
（注）平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月11日

東洋インキ製造株式会社

取締役会　御中

監査法人　トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 大中　康行　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松本　　実　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋インキ製造株式

会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋インキ製造株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半　　期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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